
泉南市地域公共交通協議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、泉南市附属機関に関する条例（昭和４６年泉南市条例

第１１号）第３条の規定に基づき、泉南市地域公共交通協議会（以下「交

通協議会」という。）の組織、運営その他の交通協議会について必要な事

項を定めるものとする。 

 （協議事項） 

第２条 交通協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

⑴ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号）第５条に規定する地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）

の作成及び変更の協議に関すること。 

⑵ 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

⑶ 交通計画に基づく、事業の実施に関すること。 

⑷ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定による地域の実情に 

即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議に関すること。 

⑸ 交通協議会の運営方法その他交通協議会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 交通協議会は、委員３０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局長が指名する者 

⑶ 大阪府公安委員会が指名する者 

⑷ 道路管理者が指名する者 

⑸ 一般旅客自動車運送事業者 

⑹ 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体 

⑺ その他交通協議会が必要と認める者 

⑻ その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 



第５条 交通協議会に、会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 会長は、交通協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 交通協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、そ

の議長となる。ただし、会長が選任されていない場合における会議の招集

は、市長が行う。 

２ 会長は、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじ

め委員に通知しなければならない。 

 （会議の運営） 

第７条 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

３ 議長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴

き、又は資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、また同様とする。 

（庶務） 

第９条 交通協議会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、交通協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が交通協議会に諮って定める。 

附 則（令和７年３月２７日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年７月２４日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


